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自転車の点検・整備に努めましょう
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白転車事故による

高額賠償
事例

損害賠償額1麒懃鰈 1肱 饒万円

県では、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の利用に係る交通事故の

防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、

:薫鷲繊,1:観 中毒賞t´■選意なお麟豪静ム:=鷲■■晨資:を制定しました。(令和 4年 4月 1日 施行)    |   |

男子小学生 (11歳)が夜間、帰宅途中に自

転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路

において歩行中の女性 (62歳)と正面衝突。

女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻

らない状態となつた。

※自転車利用者、自転車を利用する未成年者の保護者、自転車貸付業者又は自転車を

事業の用に供する事業者は、必要な点検及び整備を行うよう努めなければいけません。

※県では、子どもだけではなく、自転車を利用する全ての年齢層に乗車用ヘルメットの

着用を推奨しています。

乗車用ヘルメットを着用 しましょう
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被害者の速やかな救済と加害者の経済的負担を軽減するため、自転車保険へ加入しなければなりません。
※自転車保険とは、自転車の利用によつて他人の生命又は身体を害した場合における損害を補填するための保険又は共済 (自 転車損害賠償責任

保険等)を指します。
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自転車損害賠償責任保険等加入状況チェックシート

自転車利用中の事故により他人にけがをさせてしまつた場合などに備えて、相手の生命又は身体の損 量

害を補償できる保険等 (自転車損害賠償責任保険等)に加入していますか。             |‡
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自動車保険、火災保険、傷害保険のいずれかに加入していますか。                 量
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な  鵞 共 済 、各 種 団 体 保 険 (職 場 や 学 校 の PTA等 で 加 入 す る 保 険 )の い ず れ か に 加 入 し て い ま す か 。 薔
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自転車の加害事故による損害賠償を補償する基本補償又は特約がついていますか。゙

※特約の名称は、個人賠償責任補償特約、日常生活賠償特約など、保険会社により異なります。
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利用する自転車には「TSマーク付帯保険」がついていますか。 ※有効期間に注意 量
ll:|1護1露 |1笙1警 ||||11111111:||1111111tllll11111菫 ||1華 輩|:||II麟 |||1議議11様 |1111`|III筆 |1機 躍嬌1苺1継‐織摯菫|||■ |||:|||■ ||‐

=||■
|`,薔 警|`||:苺 1藩 |,藩 |1露|,1菫 襲|111:|‡|1雛|11111111:11111::|:1競 |1譲 ltll111繊 ltl壼 |:||`||;|:11壌 1灘||11総|1華 1譲 1鶴 1躍饗 |1議議1華 1薄華|||`撃1書1澪釜||1囃 11筆 |:鷲,覇 |せ||        `11驚 |lil111111苺|1職 |||■

は i轟  ヽ     蝙わからなしヽ            鞭いいえ

財財饉

自転車損害賠償責任保険等の種類

日常生活での賠償責任保険等

共済

団体保険

TSマーク付帯保険

クレジットカードの付帯保険

自転車事故に備えた保険

自動車保険の特約で付帯した保険

火災保険の特約で付帯した保険

傷害保険の特約で付帯した保険

団体や組合の各種共済

団体の構成員向けの保険

PTAや学校が窓□となる保険

自転車安全整備士が点検整備した自転車の車体に付帯した保険

クレジットカードに付帯した保険

問合せ先 :新潟県総務部 県民生活課 交通安全対策室
Tet :025‐280‐5136

施設所有者賠償責任保険 業務活動中の事故に備えた保険 施設所有者賠償責任保険

自転車安全整備士が点検整備した

自転車の車体に付帯した保険
TSマーク付帯保険

※保険の名称や補償内容については、保険会社によつて異なります。

※自転車本体にかける保険には、点検整備とセットになつたTSマァク付帯保険があり、青色TSマーク (補償額1,000万円)、 赤色TsマT

通常の施設所有者賠償責任保険では利用者 (借受者)の運転ミスによる事故は二般的に補償の対象外 (補償対象は事業者の整備や管理上の

鰈靡躙 ||||1藍菱:|IF,111壼草1貴i泰藍:
自転車貸付事業での賠償責任保険等

利用者 (借受者)の事故に備えた保険

自転車安全整備士が点検整備した

自転車の車体に付帯した保険

ミスに起因する事故)。

自転車利用者向け保険 (サ イク々保険等)

自動車保険の特約

火災保険の特約

傷害保険の特約

会社等の団体保険

PTAの保険 (総合補償制度等 )

新潟県 自転車条例③新潟県
条例について詳しくは、HPをご覧ください。
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個人賠償責任保険
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TSマーク付帯保険
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